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□
納
税
通
知
書
を
お
送
り
し
ま
す

　

い
ず
れ
も
、
新
た
に
お
送
り
す
る

納
付
書
で
お
納
め
く
だ
さ
い
。

▽
市
・
県
民
税
…
平
成
２７
年
度
分
の

年
税
額
に
変
更
の
あ
っ
た
方
や
新
た

に
課
税
さ
れ
た
方
に
通
知
書
と
納
付

書
（
口
座
振
替
の
方
に
は
通
知
書
の

み
）
を
１０
月
１
日
㈭
に
発
送
し
ま
す

b
市
民
税
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
４

・
９
１
４
５

▽
国
民
健
康
保
険
税
…
平
成
２７
年
度

分
の
年
税
額
に
変
更
が
あ
っ
た
方
や

新
た
に
課
税
さ
れ
た
方
、
年
金
か
ら

の
特
別
徴
収
を
口
座
振
替
に
変
更
さ

れ
た
方
に
通
知
書
と
納
付
書
（
口
座

振
替
の
方
に
は
通
知
書
の
み
）
を
１０

月
１５
日
㈭
に
発
送
し
ま
す
。

　

な
お
、
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
を

口
座
振
替
に
変
更
す
る
場
合
は
、
国

民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
、
振
替
口

座
の
通
帳
と
届
出
印
を
お
持
ち
の
う

え
、
国
民
健
康
保
険
課
（
第
二
庁
舎

１
階
）
ま
た
は
北
部
・
南
部
出
張
所

で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
１１
月
３０
日

㈪
ま
で
に
申
請
す
る
と
２
月
の
特
別

徴
収
か
ら
停
止
さ
れ
ま
す　

b
国
民

健
康
保
険
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
６

□
休
日
納
税
窓
口
を
開
き
ま
す

a
１０
月
４
日
㈰
・
１８
日
㈰
・
１１
月
１

日
㈰
、
午
前
９
時
〜
午
後
３
時　

d

収
納
課
（
第
三
庁
舎
３
階
）、
国
民
健

康
保
険
課
（
第
二
庁
舎
１
階
）　

b
収

納
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
２
、
国
民

健
康
保
険
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
３

□
市
税
を
未
納
の
方
は

　
早
急
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い

　

平
成
２７
年
度
の
市
・
県
民
税
（
普

通
徴
収
）、
固
定
資
産
税
・
都
市
計

画
税
の
１
期
・
２
期
と
軽
自
動
車
税

の
納
期
限
が
過
ぎ
て
い
ま
す
。
納
付

さ
れ
な
い
場
合
は
、
延
滞
金
が
加
算

さ
れ
、
法
律
の
規
定
に
よ
り
財
産
差

し
押
さ
え
な
ど
の
処
分
を
受
け
ま
す
。

早
急
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

b
収
納
課
☎
９
６
３
＝
９
１
４
２

□
国
民
健
康
保
険
税
算
定
の
た
め

　
申
告
を
お
願
い
し
ま
す

　

国
民
健
康
保
険
税
の
算
定
や
高
額

療
養
費
計
算
等
を
行
う
た
め
に
、
国

民
健
康
保
険
の
加
入
者
と
そ
の
世
帯

主
は
、
所
得
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
申

告
が
必
要
で
す
。
ま
だ
平
成
２７
年
度

（
２６
年
中
）
の
所
得
の
申
告
を
行
っ

て
い
な
い
方
は
、
申
告
を
お
願
い
し

ま
す
（
申
告
は
毎
年
必
要
で
す
）。

b
国
民
健
康
保
険
課
☎
９
６
３
＝
９

１
４
６

□
国
民
健
康
保
険
税
の

　
所
得
控
除
資
料
を
発
送
し
ま
す

g
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
年
末
調

整
や
確
定
申
告
に
使
用
で
き
る
所
得

控
除
資
料
を
１１
月
９
日
㈪
に
発
送
し

ま
す
。
対
象
者
は
１０
月
２６
日
㈪
ま
で

に
国
民
健
康
保
険
課
で
納
付
が
確
認

で
き
た
世
帯
主
の
方
で
す
。
所
得
控

除
資
料
と
納
付
額
の
合
計
が
一
致
し

な
い
方
、
１０
月
以
降
に
初
め
て
納
付

さ
れ
た
方
は
領
収
書
を
お
持
ち
の
う

え
、
年
末
調
整
や
確
定
申
告
を
行
っ

て
く
だ
さ
い　

b
国
民
健
康
保
険
課

☎
９
６
３
＝
９
１
４
３

□
記
帳
説
明
会

f
a
▽
事
業
所
得
を
有
す
る
白
色
申

告
の
方
…
１０
月
２８
日
㈬
、
午
前
１０
時

〜
１１
時
３０
分
、
午
後
２
時
〜
３
時
３０

分
。
２９
日
㈭
、
午
前
１０
時
〜
１１
時
３０

分　

▽
不
動
産
所
得
を
有
す
る
白
色

申
告
の
方
…
１０
月
２９
日
㈭
、
午
後
２

時
〜
３
時
３０
分　

d
越
谷
税
務
署　

e
当
日
会
場
へ　

b
越
谷
税
務
署
☎

９
６
５
＝
８
１
１
１

傍　
聴

　

市
で
は
、
今
後
と
も
厳
し
い
財
政

環
境
が
見
込
ま
れ
る
な
か
で
、
第
４

次
総
合
振
興
計
画
の
着
実
な
推
進
を

図
り
、
市
民
満
足
度
の
高
い
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
る
た
め
、
平
成
２３
年
度

か
ら
２７
年
度
ま
で
を
計
画
期
間
と
す

る
第
５
次
行
政
改
革
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。

　

第
５
次
行
政
改
革
で
は
、「
事
務

事
業
の
徹
底
見
直
し
」
を
は
じ
め
、

「
経
費
の
節
減
・
合
理
化
等
財
政
の

健
全
化
」
な
ど
、
大
綱
で
掲
げ
る
推

進
事
項
に
基
づ
き
、
２６
項
目
の
取
り

組
み
を
実
施
計
画
に
位
置
付
け
て
い

ま
す
。

　

計
画
期
間
の
４
年
目
と
な
る
平
成

２６
年
度
末
ま
で
に
実
施
し
た
の
は
２３

項
目
で
あ
り
、
そ
の
他
実
施
計
画
以

外
の
取
り
組
み
分
を
含
め
た
平
成
２６

年
度
の
財
政
的
効
果
額
は
約
７
億
３

１
０
０
万
円
、
平
成
２３
年
度
か
ら
の

累
計
で
は
約
２５
億
２
１
０
０
万
円
に

な
り
ま
し
た
。

　

平
成
２６
年
度
に
実
施
し
た
主
な
取

り
組
み
と
そ
の
効
果
額
は
下
表
の
と

お
り
で
す
。
こ
れ
ら
の
経
費
削
減
や

歳
入
確
保
の
取
り
組
み
に
よ
っ
て
得

ら
れ
た
財
源
、
あ
る
い
は
業
務
の
質

的
向
上
等
を
通
じ
て
、
市
民
の
皆
さ

ん
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
や
、

将
来
に
わ
た
る
ま
ち
づ
く
り
の
一
層

の
推
進
を
今
後
と
も
適
切
に
図
っ
て

い
き
ま
す
。

＊
第
５
次
行
政
改
革
の
大
綱
・
実
施

計
画
お
よ
び
平
成
２６
年
度
の
実
施

状
況
報
告
書
の
詳
細
は
、
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
、
市
役
所
情
報
公
開
セ

ン
タ
ー
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す

b
行
政
管
理
課
☎
９
６
３
＝
９
３
１

３

行
政
改
革
の
実
施
状
況
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

平成２６年度の主な取り組みと
財政的効果額（概算）
●民間保育園の整備促進
●敬老祝金の見直し
●老人福祉センター使用者
　送迎バスの見直し
●行政財産の貸し付けによる
　収入確保
＊金額は、各取り組みによる諸経費の削減分ま
たは歳入確保額から、その実施に要した経費
を除いた実質効果額です

約6億4201万円
約5940万円

約1912万円

約658万円

　

９
月
定
例
会
が
９
月
１
日
〜
２５

日
に
市
役
所
議
場
で
開
か
れ
、
市

長
提
出
の
２８
議
案
が
原
案
通
り
可

決
さ
れ
ま
し
た
。

　

越
谷
市
教
育
委
員
会
委
員
櫻
田

玲
子
氏
の
任
期
満
了
に
伴
う
後
任

委
員
に
、
荒
木
明
子
氏
を
任
命
す

る
こ
と
が
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

＊
そ
の
他
可
決
さ
れ
た
議
案
な
ど
、

詳
し
く
は
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
ま
た
は
１１
月
発
行
の
市
議
会

だ
よ
り
を
ご
覧
く
だ
さ
い

b
議
会
に
つ
い
て
…
議
会
事
務
局

☎
９
６
３
＝
９
２
６
１
、
議
案
に

つ
い
て
…
文
書
法
規
課
☎
９
６
３

＝
９
１
３
０

荒木 明子 氏

教
育
委
員
会
委
員
に

荒
木　
明
子
氏

９
月
議
会
か
ら

９
月
議
会
か
ら

のお
知
ら
せ

保

税
・
国

　

年
金
事
業
運
営
改
善
法
の
施
行
に

よ
り
、
平
成
２７
年
１０
月
１
日
〜
３０
年

９
月
３０
日
の
３
年
間
に
限
り
、
過
去

５
年
間
の
未
納
保
険
料
を
納
め
る
こ

と
が
で
き
る
後
納
制
度
（
５
年
の
後

納
制
度
）
が
始
ま
り
ま
す
。
無
年

金
・
低
年
金
の
防
止
を
図
る
た
め
納

付
機
会
が
拡
大
さ
れ
ま
す
。

　

後
納
制
度
を
利
用
す
る
に
は
、
越

谷
年
金
事
務
所
へ
申
し
込
み
が
必
要

で
す
。

＊
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い
る

方
な
ど
は
、
後
納
制
度
の
利
用
は

で
き
ま
せ
ん

b
越
谷
年
金
事
務
所
☎
９
６
０
＝
１

１
９
０

□
越
谷
市
地
域
包
括
ケ
ア

　
推
進
協
議
会

a
１０
月
１９
日
㈪
、
午
後
７
時
３０
分
か

ら　

d
市
役
所
本
庁
舎
５
階
第
３
委

員
会
室　

g
地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ

ム
に
つ
い
て　

f
２０
人（
抽
選
）　

e

当
日
午
後
７
時
ま
で
に
会
場
へ　

b

福
祉
推
進
課
☎
９
６
３
＝
９
１
６
３

□
越
谷
市
介
護
保
険
運
営
協
議
会

a
１０
月
２９
日
㈭
、
午
後
２
時
か
ら　

d
中
央
市
民
会
館
４
階
第
１３
〜
１５
会

議
室　

g
介
護
保
険
制
度
等
に
つ
い

て　

f
２０
人
（
抽
選
）　

e
当
日
午

後
１
時
３０
分
ま
で
に
会
場
へ　

b
介

護
保
険
課
☎
９
６
３
＝
９
３
０
５

縦　
覧

□
七
左
第
一
土
地
区
画
整
理
事
業
の

事
業
計
画
変
更

　

七
左
第
一
土
地
区
画
整
理
事
業
の

事
業
計
画
書
（
第
７
回
変
更
）
が
ご

覧
に
な
れ
ま
す
。
変
更
内
容
は
施
行

期
間
の
延
長
お
よ
び
資
金
計
画
の
変

更
等
で
す
。

a
１０
月
２０
日
㈫
〜
１１
月
２
日
㈪
、
午

前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時
１５
分　

d

市
街
地
整
備
課
（
本
庁
舎
３
階
）　

b
市
街
地
整
備
課
☎
９
６
３
＝
９
２

３
１今

月
の
市
民
課
の
休
日
窓
口
は
10
月
18
日　

 

で
す

（日）

　

市
で
は
、
拡
大
・
多
様
化
す
る
行

政
需
要
に
迅
速
か
つ
的
確
に
対
応
し

た
効
率
的
で
効
果
的
な
行
政
運
営
を

推
進
す
る
た
め
、
現
在
の
第
５
次
越

谷
市
行
政
改
革
（
平
成
２３
年
度
〜
２７

年
度
）
に
続
く
新
た
な
取
り
組
み
に

つ
い
て
検
討
を
進
め
て
い
ま
す
。
こ

の
た
び
、
そ
の
基
本
的
な
考
え
方
と

方
向
性
を
示
す
「
第
６
次
越
谷
市
行

政
改
革
大
綱
（
案
）」
を
取
り
ま
と
め

ま
し
た
の
で
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
ご

意
見
を
募
集
し
ま
す
。
関
係
資
料
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
情
報
公
開
セ
ン

タ
ー
（
本
庁
舎
２
階
）、
行
政
管
理

課
（
第
二
庁
舎
３
階
）、
各
地
区
セ

ン
タ
ー
な
ど
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

〈
応
募
方
法
〉　
１０
月
１
日
㈭
〜
１１
月

２
日
㈪
に
ご
意
見
シ
ー
ト
を
行
政
管

理
課
へ
（
郵
送
・
フ
ァ
ク
ス
・
メ
ー

ル
可
）。
ま
た
は
、
情
報
公
開
セ
ン

タ
ー
、
市
役
所
総
合
受
付
、
各
地
区

セ
ン
タ
ー
、
男
女
共
同
参
画
支
援
セ

ン
タ
ー
、
市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー

に
設
置
し
て
い
る
意
見
箱
に
投
か
ん

し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
い
た
だ
い

た
ご
意
見
へ
の
個
別
の
回
答
は
で
き

ま
せ
ん

　

市
で
は
、
こ
れ
ま
で
５
次
に
わ
た

り
行
政
改
革
を
進
め
て
き
ま
し
た

（
左
表
）。
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
を

通
じ
て
、
簡

素
で
効
率
的

な
行
政
運
営

と
財
政
の
健

全
化
を
図
り

つ
つ
、
市
民

生
活
の
向
上

に
必
要
な
都

市
基
盤
の
整

備
や
福
祉
、

教
育
そ
の
他

の
行
政
サ
ー

ビ
ス
の
充
実

な
ど
、
時
代
の
変
化
に
応
じ
た
ま
ち

づ
く
り
の
推
進
に
努
め
て
き
ま
し
た
。

b
行
政
管
理
課
☎
９
６
３
＝
９
３
１

３
、
D
９
６
５
＝
８
０
２
８
、
H10

023300@city.koshigaya.saitama.jp

これまでの行政改革の取り組み経過
計画期間 実質効果額

第1次
第2次
第3次
第4次
第5次

昭和60～62年度
平成 7 ～11年度
　　12～17年度
　　17～22年度
　　23～27年度

約 7 億2000万円
約11億1000万円
約27億円
約36億8200万円
約25億2100万円
　 （平成26年度末現在）

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
と
成
果

国
民
年
金
保
険
料

「
５
年
の
後
納
制
度
」が
始
ま
り
ま
す

第
６
次
越
谷
市
行
政
改
革
大
綱（
案
）に
つ
い
て

ご
意
見
を
お
寄
せ
く
だ
さ
い

平
成
27
年
度
市・県
民
税
の
第
３
期
分
と

国
民
健
康
保
険
税
の
第
５
期
納
期
限
は
11
月
２
日　
で
す

（月）


